
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
市
の
境
界
変
更
に
伴
う
市
の
人
口 

（
市　
町　
村　
課
）　

　

一

〇
宮
城
県
庁
県
民
第
一
駐
車
場
及
び
宮
城
県
庁
県
民
第
二
駐
車
場
の
使
用
に
係
る
使
用

　

料
の
徴
収
事
務
の
委
託 

（
管　

財　

課
）　

　

一

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
宮
城
県
介
護
研
修
セ
ン
タ
ー
の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託 

（
長
寿
社
会
政
策
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出

　

（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
の
届
出
（
二
件
） 

（
東
部
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

二

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号

　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
仙
台
市
と
多
賀
城
市
と
の
境
界
を
変
更
し
た
こ
と
に
伴
う
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
仙
台
市
及
び
多
賀
城
市
の
人
口
は
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

仙
台
市　

一
、
〇
二
五
、
一
二
八
人

　

多
賀
城
市　

六
二
、
七
一
五
人

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
庁
県
民

第
一
駐
車
場
及
び
宮
城
県
庁
県
民
第
二
駐
車
場
の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方　

　
　

仙
台
市
青
葉
区
中
央
二
丁
目
十
一
番
二
十
三
号

　
　

日
信
防
災
株
式
会
社
東
北
支
店

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

ア
マ
ニ
・
ヤ
・
ア
フ
リ
カ

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

石
原　
�
子

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
太
白
区
鹿
野
二
丁
目
十
八
番
七

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
世
界
に
対
し
て
、
国
際
協
力
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
世
界
平
和

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
二
日

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
介
護
研

修
セ
ン
タ
ー
の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
三
号

　
　

社
会
福
祉
法
人
宮
城
県
社
会
福
祉
協
議
会

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
号
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障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
河
南
矢
本
土
地
改
良

区
役
員
の
就
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
十
四
日

 

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

東　
　

野　
　

真　
　

人　
　
　

　

就
任
し
た
者

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
鳴
瀬
土
地
改
良
区
役

員
の
就
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
十
四
日

 

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

東　
　

野　
　

真　
　

人　
　
　

　

就
任
し
た
者
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事

業

所

番

号

〇
四
一
一
四
〇
〇
一
九
五

〇
四
一
二
七
〇
〇
三
三
八

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
た

ん
ぽ
東
松
島
市
大
曲
字
下
台

百
二
十
八
番
地
百
八
十

七和
泉
介
護
サ
ー
ビ
ス
・

七
ツ
森

黒
川
郡
富
谷
町
ひ
よ
り

台
一
丁
目
三
十
八
番
地

九
シ
ャ
イ
ニ
ー
ひ
よ
り

台
一
〇
一
号
室

指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
、
重
度
訪

問
介
護
（
み
な
し
）

居
宅
介
護
、
重
度
訪

問
介
護
、
行
動
援
護

設
置
者
名

株
式
会
社
た
ん

ぽ
ぽ

株
式
会
社
和
泉

介
護
サ
ー
ビ
ス

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一

年
四
月
一
日

平
成
二
十
一

年
四
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
二
〇
〇
四
七
一

〇
四
一
〇
二
〇
〇
二
一
六

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

セ
ン
ト
ケ
ア
石
巻
西

石
巻
市
前
谷
地
字
二
間
堀
七
十

六
番
地

花
水
木
介
護
セ
ン
タ
ー

石
巻
市
鹿
又
字
八
幡
前
十
五
番

設　

置

者

名

セ
ン
ト
ケ
ア
宮
城
株
式
会
社

社
会
福
祉
法
人
一
視
同
仁
会

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
年
十

二
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

三
月
十
三
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
一
〇
〇
八
五
八

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

セ
ン
ト
ケ
ア
仙
台
あ
お
ば

仙
台
市
青
葉
区
高
松
一
丁
目
十

三
番
三
十
四
号
千
田
ハ
イ
ツ
一

〇
一

設　

置

者

名

セ
ン
ト
ケ
ア
宮
城
株
式
会
社

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日

就

任

年

月

日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
四
日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
四
日

氏　
　
　

名

渋　

谷　

和　

夫

阿　

部　

賢　

一

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

石
巻
市
北
村
字
十
工
区
二
十
番
地

東
松
島
市
赤
井
字
星
場
二
百
六
番
地
二

役
職
名

理

事

理

事

就

任

年

月

日

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日

氏　
　
　

名

小　

野　

幸　

男

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

東
松
島
市
宮
戸
字
大
浜
二
番
地

役
職
名

理

事


